
令和２年度の給与所得控除変更に伴うシステム設定の変更手順 

 

■令和２年度より、基礎控除が１０万円増額（給与収入８５０万円以下）されることと、給

与などの収入金額に対する所得控除額が１０万円減額されることになりました。 

 

[改定前]   

 

 

 

[改定後]  

 

(国税庁 HP より抜粋) 

 

＜重要＞ 

弊社のシステム『ハイウェー for Windows』または『ささっとサラリー』を 

ご利用のお客様は、次ページの手順にてシステム設定の変更をお願いします。 



 

１ 「初期設定」の「給与計算設定」を開きます。 

 

２ 「給与所得税甲欄」タブをクリックします。 

 

３ 「表１」「表２」の数値を、以下の図の赤枠部を変更して、[登録]をクリックします。 

 

 

 

設定は以上になります。 


